
差額

5,390

1,360

差額

1,570

※上記プレー料金及び会費は消費税率改定等の際には変更になることがあります。

ＩＳハンディキャップ取得資格

他クラブでＪＧＡハンディキャップをお持ちの場合は、認定書の
写し、もしくは当クラブスコアカード２枚・他クラブ１枚のご提出

上記競技にご参加の場合ＩＳハンディキャップが必要です。

※キャディ付の場合　3,300円（4バッグの場合）別途必要です。

プレー料金 Ｉ   Ｓ  会　員 ビジター

完全セルフデー 6,790　（税込・昼食付） 8,360　（税込・昼食付）

ＩＳ会員独自のイベント開催

月2回のＩＳ月例杯開催
※土曜ＩＳ月例杯　（原則：毎月第1土曜日）

※ＩＳ月例杯　（原則：毎月第3日曜日）

※ 上記競技のエントリー枠には限りがありますので、エントリーが
出来ない場合もありますので、予めご了承くださいませ。

　土・日・祝 7,020　（税込） 12,410　（税込）

　平　 　日 5,760　（税込） 7,120　（税込）

３） 写真　（1枚）　免許証サイズ　（4cm×3cm）

※ 上記に不備がない場合は即日から入会できます。

特　 　典

プレー料金(セルフ) Ｉ   Ｓ  会　員 ビジター

２） 運転免許証の写しもしくは顔写真が有る物(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ)

Ｉ　Ｓ　会員募集要項

　入会申込書類

１） 入会申込書　※認印捺印箇所あり



(名　称)
第１条 本会はサンライズヒルズカントリークラブＩＳ会(以下ＩＳ会という)と称する。
(目　的)
第２条 本会は満濃ヒルズ株式会社の経営するゴルフ場の諸施設を利用し

健全なるゴルフを通じて入会者相互の健康と親睦を図る事を目的とする。
(事務局)
第３条 本会の事務局はサンライズヒルズカントリークラブ(以下クラブという)内におく。

(入会及び資格)

第４条 １）入会者は本会の目的に賛同し会費を納入しなければならない。

２）個人に限る。

３）入会資格は、入会手続完了日より９月末日までとする。

（会　費）

第５条 １）本会の会費は、37,000円（税別）とする。（毎年10月１日～翌年9月末日）

入会承認後、速やかに会費を前納するものとする。

２）新規途中入会の場合は入会初年度のみ月割計算とする。

３）継続入会者は次年度の会費を９月末日迄に前納しなければならない。
（予約及び施設利用権）
第６条 入会者の施設利用権は次のとおりとする。

１）入会者は、クラブが定める特定日、休場日等を除いた全日、利用できるものとする。
なお、施設利用料金は別に定める。

２）施設利用等権利の譲渡はできません。

（入会者の遵守義務）

第７条 入会者は次の各号の義務を負う。

１）同伴又は紹介したビジターの行為、及び諸支払いについて連帯して責任を負う。

２）クラブやＩＳ会員の秩序を乱す行為、あるいは反社会的行為をしないこと。

３）エチケットマナーを守り、クラブ利用約款、その他諸規則を遵守すること。

（入会資格喪失）

第８条 入会者は次の場合、除名退会処分とする。何れの場合も前納された会費の返還は

しないものとする。

１）会員証の不正使用、並びにクラブ利用約款に反するなど、不適切な行為が

判明した場合。

２）死亡・退会した場合。

３）入会申込に虚偽の申告をしたことが判明した場合。

４）組織暴力団の構成員であることが判明した場合。

（施設利用引受の拒絶）

第９条 当ゴルフ場は次の場合にはご利用をお断りします。

１）満員でスタート時間に余裕がない場合。

２）公の秩序もしくは善良な風俗に反する服装又は行為

（暴力行為、威嚇行為等）をするか、する恐れがある場合。

３）暴力団関係者と認められた時又は、身体に入墨のある方。

４）天災その他やむを得ない事情が発生した場合。
（利用規約の改正）
第10条 １）利用規約の改正は、会社の取締役会において改正する。

２）本利用規約が改正された場合、改正以前に会員になった者についても
改正規約が適用される。

（付　則）
第11条 １）本規約は平成26年4月1日から適用する。　令和1年10月1日　改定

２）本規約に定めのない事項は、クラブ会則、運営細則、利用約款に準ずる。

サンライズヒルズカントリークラブは個人情報保護法の法令等を遵守し、当該目的以外には利用致しません。

ＩＳ会入会　・　利用規約




